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１ 会議概要 

○ 日 時  平成２８年４月１９日（火）    午後２時５５分開会 

                        午後４時２４分閉会 

○ 場 所  鯖江市役所４階第２委員会室 

○ 出席委員 

福岡 委員長            二木 委員長職務代理者 

蓑輪 委員             笹本 委員 

辻川 教育長 

○ 欠席委員 

なし 

○ 出席説明員 

軽部 事務部長           澤 教育審議官 

福岡 教育総務課長         金子 生涯学習課長 

浮山 文化課長兼まなべの館館長   青山 文化の館副館長 

田畑 スポーツ課長 

○ 欠席説明員 

なし 

○ 書記 

高島 教育総務課グループリーダー 

○ 議事日程 

① 開会の宣告  午後２時５５分開会 

② 会議録署名人の指名  二木 委員  笹本 委員 

③ 報告事項 

④ 議案 

議案第１８号 平成２８年度鯖江市奨学資金奨学生の決定について 

可決 

議案第１９号 鯖江市小中学校文書管理規程の一部改正について 

可決 

議案第２０号 平成２８年度地域・学校協議会委員の委嘱について 

可決 

議案第２１号 鯖江市まなべの館協議会委員の委嘱について 

可決 

⑤ 委員長および教育長の報告 

⑥ その他 

(1) 次回開催予定等について 

５月定例教育委員会開催予定 



2 

日 時  ５月２４日（火）午後２時 

「今北山古墳群発掘調査事業」現地視察後、会議 

場 所  鯖江市役所 ４階第２委員会室 

(2) その他  

⑦ 閉会の宣告  午後４時２４分閉会 

 

２ 議事大要 

 

① 報告事項 

なし 

 

② 議案審議 

議案第１８号 「平成２８年度鯖江市奨学資金奨学生の決定について」 

【説明】 

教育総務課長が「平成２８年度鯖江市奨学資金奨学生の決定について」説明 

【質疑】 

＜委員長＞ 

２万円と２万７,０００円と、同じ大学院でも月額の貸与額が違うのはどうしてか。 

＜教育総務課長＞ 

私立の大学、大学院等へ進学される方で、下宿の方が３万円。自宅から通われる方

が２万７,０００円。国公立の大学で下宿をされる方が２万円。自宅から通われる方は

１万７,０００円となっている。 

＜委員＞ 

去年、教育委員長が奨学金の金額の見直しについて質問をされたがどうなったか。 

＜教育総務課長＞ 

同じ下宿をしていて、国公立大学と私立大学で給付に差があるのはどうかというこ

とであったので、県内各市の状況を調査し検討をした。県内では給付の仕方もそれぞ

れで給付額もばらつきはあるが、国公立大学と私立大学とでは生活費だけ着目すれば、

同様であるが、授業料の額に差があるため、トータルでは負担に差がある。このため、

給付額に一定の差があるのはやむを得ない。また、本市の給付のレベルは、県内でも

中程度の水準であったため、見直しは今回は見送った。 

＜委員＞ 

予算はどうなっているのか。 

＜教育総務課長＞ 

奨学資金は、鯖江市に奨学資金貸与基金があり、昨年度末で８,２００万円ほどの基

金がある。そのうち、６,９００万円余りを貸し付けしており、毎年、年度末に募集を
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かけ、奨学生を決定している。 

予算と言えるのは、年度末に残っている現金に応じてということになろうかと思う。

基金の現金残高との兼ね合いということで選考している。 

今回の場合は５人、昨年は１１人の方を決定した。ここ１０年ぐらいは、応募に対

して、資金的な事情で決定ができないという事態にはなっていない。 

【採決】 

＜委員長＞ 

議案第１８号に異議はないか。 

（異議なしの声） 

＜委員長＞ 

異議なしと認め、議案第１８号を承認することとする。 

（平成２８年度鯖江市奨学資金奨学生５人を原案のとおり決定） 

 

議案第１９号 「鯖江市小中学校文書管理規程の一部改正について」 

【説明】 

教育審議官が「鯖江市小中学校文書管理規程の一部改正について」説明 

【質疑】 

＜委員＞ 

文書の保存期間はどれだけか。分類で期間は定めてあるのか。 

＜教育総務課長＞ 

保存年限は、鯖江市の文書分類の基準に準じている。１年から３年、５年、１０年

以上という区分で定めている。ここの小規模分類の基準に応じて期間が定まっている

わけではなく、その内容により、別項で定めている。 

【採決】 

＜委員長＞ 

議案第１９号に異議はないか。 

（異議なしの声） 

＜委員長＞ 

異議なしと認め、議案第１９号を承認することとする。 

 

＜委員長＞ 

議案第２０号、２１号は、人事案件であるので、鯖江市教育委員会会議規則第１５

条ただし書きの規定によって、秘密会としたい。異議はないか。 

（異議なしの声） 

＜委員長＞ 

異議なしと認め、議案第２０号から第２１号までは秘密会とする。 
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③ 委員長および教育長の報告 

＜教育長＞  

平成２８年度全国学力・学習状況調査について報告 

 

④ その他 

（1） 次回開催予定について案内：５月２４日（火）午後２時から開催 

「今北山古墳群発掘調査事業」現地視察後、会議 

６月開催予定について調整：６月２２日（水）午後３時から開催 

（2） ５月、６月の行事予定について説明 

 

 

 

議事録署名人 二木 佐緒里 

 

 

議事録署名人 笹本 憲子 


